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HIDAKAGAWA 

２０２３年４月 

発行：社会福祉法人 日高川町社会福祉協議会 
HP：http://www.hidakagawa-shakyo.or.jp/ 

 善意の預託 
２月１日から２８日までにご寄付頂いた方を、

御礼を込めてご紹介させて頂きます。（順不同） 

○
香
典
返
し 

深
見 

さ
お
り 

様
（
和
佐
） 

 
○
満
中
陰
志 

井
原 

 
強 

様
（
浅
間
） 

狩
谷 

清
彦 
様
（
山
野
） 

川
合 

真
人 

様
（
土
生
） 

白
井 

満
智
子 

様
（
松
瀬
） 

 

○
一
般
寄
付 

豊
嶋 

英
雄 

様
（
玄
子
） 

 

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。 

美山事務所「相談室」 
２３－９５０８ 

２３日(火) 

 

【お問い合わせ先】 
日高川町社会福祉協議会 
川辺事務所：日高川町土生 160 

Tel  0738-22-5424 

FAX 0738-24-2552 

中津事務所：日高川町高津尾 29 

日高川町役場中津支所 3 階 

Tel  0738-54-1007 

FAX 0738-54-1011 

美山事務所：日高川町川原河 264 

日高川町保健福祉センター内 

Tel  0738-23-9508 

FAX 0738-56-7005 

１８日(火) 

社協で実施している配食サー

ビスの食材として多くの方か

ら、ほうれん草、キャベツ、ブ

ロッコリー、大根、小芋、里芋、

椎茸、漬物、レモンをいただき

ました。紙面を通じて厚く御礼

申し上げます。 

今後も配食サービスの食材と

して、皆様からのご提供を受け

付けております。どのような食

材でも結構です。お近くの事務

所までお持ち頂け 

れば幸いです。 

美山事務所「相談室」 
２３－９５０８ 
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① 令和５年 ６月１３日（火） 午後１時～４時 

        場所：社協中津事務所「相談室」 （日高川町高津尾 29） 

② 令和５年１０月１７日（火） 午後１時～４時 

        場所：社協美山事務所「相談室」 （日高川町川原河 264） 

③ 令和６年 ２月 ６日（火） 午後１時～４時 

        場所：社協川辺事務所「相談室」 （日高川町土生 160） 

 

日高川町にお住まいの方の日常生活上の心配ごとや悩みごとについ

て、相談に応じます。お気軽にご相談ください。（無料・秘密厳守） 

予約制のため、相談ごとのある方は、お近くの事務所までご連絡下さい。

定数になり次第締め切らせて頂きます。 

心配ごと相談 時間：午後１時～３時 

川辺事務所「相談室」 
２２－５４２４ 

喫茶サロンの開催について 

３月１４日（火）、喫茶サロン「そうがわ茶屋」を３年ぶり

に再開いたしました。感染予防対策をしながら、３０食限定で

の開催となりましたが、大勢のお客さんにご来店いただき、お

陰をもちまして完売いたしました。皆さん、再開を待ち望まれ

ていたんだなと感じました。今後は 

毎月第２火曜日の開催となります。 

また、喫茶サロン「ふたば」 

「あぜみち」「はな広場」につき 

ましても、スタッフと協議のうえ、 

再開して行きたいと考えています。 

９日(火) 
人権・登記・心配ごと相談 

（法務局来所） 
川辺事務所 ２２－５４２４ 

中津事務所「相談室」 
５４－１００７ 

川辺西小学校 

どんなささいな事でも 

一人で悩まないで！ 

相談時間は１人２０分程度とさせていただきます。 

予約制となっていますので、相談ごとのある方は最寄りの社会福祉協議会 

までお電話下さい。相談は無料ですので、是非ご利用下さい。 

なお、定数となり次第締め切りとさせていただきますので、ご了承下さい。 

●相談の予約・お問い合わせは 

・川辺事務所 ℡22-5424  ・中津事務所 ℡54-1007  ・美山事務所 ℡23-9508 

４日(火) 

 

中津事務所「相談室」 
５４－１００７ 

ふれあい相談 
日程 

１６日(火) 
１１日(火) 

３月６日（月）、川辺西小学校児童会から、ペットボトルを回収して得た収益金５，６００円を社

会福祉協議会にご寄付いただきました。 

同校では、以前から毎年アルミ缶やペットボトルなどの回収運動を行い、善意銀行への寄付を続け

てくれており、車椅子を寄贈していただいた年もありました。この日は児童会執行部から児童会長の

的塲浩輝君はじめ、伊奈琥珀君、柏木千花さん、橋本歩奈さん、池内 翠さんが来所してくださり、

的塲君から「ペットボトルを回収し、 

フタとリングを外して集めました。 

社会福祉協議会で有効に使って下 

さい。」と林会長に手渡していただ 

きました。 

みなさんの心のこもったご寄付は、 

福祉の向上のために有効に活用さ 

せていただきます。 

本年も誠にありがとうございました。 

 

〒649-1324 和歌山県日高郡日高川町土生 160 TEL.0738-22-5424 FAX.0738-24-2552 E-mail：h-kawabe@hidakagawa-shakyo.or.jp 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎このようなとき、福祉サービス利用援助事業がお手伝いします。 

✓日常的なお金の管理に不安がある… 

✓福祉サービス利用料の支払いが出来ない… 

→預金の払戻しや年金等の受領の手続き、福祉サービス利用料や公共料金などの支払いを 

お手伝いします。 

✓福祉サービスを利用したいけど、どうすればよいか分からない… 

→情報を提供し、利用するためのお手伝いをします。 

 

◎このような方が利用できます。 

判断能力が不十分な高齢者や知的障がい・精神障がいのある方 

などが、安心して地域で生活が送れるようお手伝いします。 

 

◎利用料が必要です。 

相談や計画を作るのは無料ですが、サービスをご利用いただくには、利用料が必要です。 

１時間 １，０００円 ※ただし、生活保護を受けられている方は無料です。 

 

◇サービス利用の流れ◇ 

１．相談（まずは社会福祉協議会にご相談下さい。） 

２．訪問・面接（専門員が訪問して、お話を伺います。） 

３．支援計画作成（ご本人の希望などを確かめて、計画を作成します。） 

４．契約締結（作成した計画で良ければ、社会福祉協議会と契約します。） 

５．援助開始（計画内容に基づき、生活支援員がお手伝いします。） 

 

☆事業に関するご相談・お問い合わせは… 
日高川町社会福祉協議会 川辺事務所 ℡ ２２－５４２４ 

                      中津事務所 ℡ ５４－１００７ 

                      美山事務所 ℡ ２３－９５０８ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

日 時 ４月１８日（火） 13：３0～15：00 

場 所 日高川町山村開発センター （川原河 230 番地） 

参加費１００円   送迎可能（要相談） 

★当日のプログラム 

・認知症に関するミニ講座  ・みんなで楽しく脳トレ！ 
・スカットボールで狙え高得点！ 

 
参加希望の方は、４月１４日（金）までにお申し込み 
ください。 

2 

ひだまりカフェ(認知症カフェ) 
 

 

《お問い合わせ先》 

 日高川町社会福祉協議会 

川辺事務所 22-5424 

  中津事務所 54-1007 

  美山事務所 23-9508 

ひだまりカフェとは・・・ 
ミニ講座や体操・脳トレなどを通して認知症についての 

理解を深め、地域住民が気軽に集い、交流する場です。 

認知症のご本人やその家族、地域の皆様、専門的立場の

方々、どなたでもご自由に参加することができます。 

認知症や介護に関する相談も受付けていますので、お気軽

にお越しください。 

3 

心温まる善意のお届け！ 

☆新型コロナウイルス感染症の流行から３年がたち 
 これまで、ふれあいいきいきサロン活動は、新型コロナウイルスの感染 

状況をみながら再開したり、休止したりを繰り返してきました。今まで経験したことの 

ないウイルスだけに仕方のないことではありますが、何度も休止や再開を繰り返すうちに、スタッ

フの方々の意欲や気力、体力が削られてきたことと思います。 

終わりの見えない状況に不安が大きかったと思いますが、３月１３日からはマスクの着脱が「個

人の判断」に委ねられることになり、５月には２類から５類への見直しがなされる予定となってお

り、「感染防止対策と社会経済活動の両立」が進んでいます。社会情勢や新型コロナへの対応も日々

変化してきています。 

 そのような情勢を背景に、「コロナ禍だからこそ、人と人のつながりを大切にしたい。」というス

タッフの想いと、「サロンやってくれるの楽しみにしてる。」という地域住民の声から活動を再開す

るサロンも徐々に増えてきました。地域住民同士で支え合い、つながり、地域の居場所が増えてい

くことを心強く感じています。 

今後とも、みんなで知恵と力を出し合って、未曽有の災禍を乗り越えていきましょう。 

（担当：井口） 

このほど、宮本進物専門店様より「地域福祉活動に役 
立ててください。」と社会福祉協議会に、鯖缶やレトル 
ト食品をご提供いただきました。 
当会では、バランスの摂れた食事の提供と見守り活 

動を目的として、毎週１回ボランティアによる手作り 
のお弁当をお届けする「配食サービス（ふれあいにっ 
こり弁当）」を実施しています。頂いた品物は、お弁当 
と一緒に利用者の方々へお届けさせていただきました。 
利用者の方は「いつもありがとう。いただきます。」と喜んでおられました。 
地域福祉推進のために有効にご活用させていただきます。誠に有難うございます。 


